
労働者保護の視点で派遣法の改正を！ 労働者保護の視点で派遣法の改正を！ 労働者保護の視点で派遣法の改正を！ 
　労働者派遣は、1985年の労働者派遣法制定以来、1999年改正、
2003年改正と制度の規制緩和が行われ続けてきました。 
　最近では、「偽装請負・違法派遣」「日雇い派遣」をはじめ、労働者派
遣をめぐってさまざまな問題点が指摘され、社会問題となっています。 
　現在、厚生労働省の審議会（労働力需給制度部会）は、労働者派遣
法の見直しに向けた議論を行っています。 
　連合は、労働者派遣法のこれ以上の緩和を許さず、労働者保護の
視点で、派遣労働者の雇用の安定・公正処遇を実現する法改正を求
めています。 

「労働者派遣法見直しに関する連合の考え方」のポイント 
 
 
 
制度の枠組み 
 
 
 
 
 

直接雇用みなし規定  
 
 

日雇い派遣  
 
 
派遣先責任の強化 
 
 

均等・均衡待遇 
 
 
 
その他 

＜あるべき方向＞ 
○1985年創設当時の専門業務に限定したポジティブリスト方式 
○常用型派遣を基本 
＜当面の対応＞ 
○非26業務（一般業務）は、登録型禁止 
○26業務の業務内容の見直し 
○許可基準の厳格化 
 
○①無許可・無届事業者、②許可基準を満たしていない事業者から
の受け入れ、③派遣先が特定行為を行って派遣労働者を受け入れ
た場合、④偽装請負、⑤禁止業務への派遣の場合は、派遣先での
期間の定めのない直接雇用とみなす。 
 
○労働基準法等に違反する事業者に対する監督指導の強化。法の
整備と規制の強化。 
 
○時間外労働、労働安全衛生、労災補償責任等は派遣元・派遣先
の重複規定とする。 
○社会・労働保険の加入は派遣元・派遣先の連帯責任とする。 
 
○派遣労働者の賃金を含めた均等待遇のあり方について、早急に検
討すべき。 
 
○事前面接等、派遣先による派遣労働者の特定行為（特定を目的と
する行為も含む）は引き続き禁止。 
○労働者派遣をめぐる労使関係ルールの検討。 
○行政の指導監督の強化と法違反に対する罰則の強化。 

登録型は常用型に比べて派遣元との雇用契約期間が短期。賃金等の処遇についても、
特に登録型の非26業務では年収234万円程度。通勤費の支給がないケースも多くなっ
ています。 

Q 「登録型」・「常用型」、「26業務」・「非26業務」では、どのような違いがありますか？ 

「日雇い派遣」で指摘されている問題は何ですか？ 

○雇用が不安定 
　・間接雇用であることに加えて、雇用契約期間が短い（日雇い）。 
　・仕事があるかどうか前日までわからない。 
　・仕事の当日キャンセルがある。 
○賃金面 
　・「データ装備費」「安全協力費」などの名目で不透明な天引
きがある。 

　・移動時間や待機時間の賃金が支払われない。 
　・物品購入を強制される。 
　・遅刻等のペナルティーとして賃金をカットされる。 
　・上記のようなことが行われる結果、手取り賃金が最低賃金
を割り込むケースも。 

○安全衛生・教育訓練 
　・派遣元・派遣先による安全衛生措置が適切に行われてい
ない結果、労災事故が起きやすい。 

　・派遣元による雇い入れ時教育の未実施。 
○社会・労働保険の未加入 
○労働条件の明示がされない 

○派遣元・派遣先
に対する監督指
導の強化 

 
○法の整備と規制
の強化 

 
○1日単位の仕事
は「派遣」ではな
く、直接雇用で
対応することな
どが必要！ 

（出所）厚生労働省「労働力需給制度についてのアンケート調査」（2005年）等より 

常用型・26業務 

常用型・非26業務 

登録型・26業務 

登録型・非26業務 

派遣元との雇用契約期間 
（常用型） 

1か月未満：　　0.3％ 
3か月未満：　　4.2％ 
3～6か月未満：12.8％ 

年収：361万円 
通勤手当支給あり：82.4％（常用型） 
教育訓練受講率：68.1％ 

6か月～1年未満：23.5％ 
1～3年未満：　    　14.6％ 
3年以上で期間の定め 
あり：1.2％ 
期間の定めなし：43.2％ 

年収：277万円 
通勤手当支給あり：82.4％（常用型） 
教育訓練受講率：55.5％ 

派遣元との雇用契約期間 
（登録型） 

1か月未満：　　1.0％ 
3か月未満：　　16.5％ 
3～6か月未満：31.7％ 

年収：247万円 
通勤手当支給あり：52.0％（登録型） 
教育訓練受講率：58.9％ 

6か月～1年未満：21.9％ 
1～3年未満：　　13.1％ 
3年以上で期間の定め 
あり：0.4％ 
期間の定めなし：15.4％ 

年収：234万円 
通勤手当支給あり：52.0％（登録型） 
教育訓練受講率：45.6％ 
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今後も派遣で 
働きたい 
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■労働者派遣法■　労働力需給制度部会「労働者派遣制度に関する検討課題」に対する労使の主張 

検討項目 連合の主張 使用者側の主張 

◆登録型の派遣労働 

◆日雇い派遣 

◆紹介予定派遣 

◆その他 

◆派遣受入期間・派遣労働
者への雇用申込義務・直
接雇用みなし規定 

◆事前面接等の派遣労働
者の特定を目的とする
行為 

◆派遣元事業主・派遣先事
業主の講ずべき措置 

◆適正な労働者派遣事業の
運用の確保 

◇登録型は原則として禁止する等、抜本的に見直すべき。 
　当面は専門26業務のみに絞るなど、非26業務は禁止する方向で検討すべき。 
◇雇用契約期間を派遣契約期間に合わせることを義務化すべき。 
 
◇日々雇用は直接雇用が原則。 
◇日雇い派遣では教育訓練が行われておらず、単なる労務供給となっている。 
◇登録型、特に日雇い派遣は、日本の将来を担う若者の問題でもあり、早急に対処する必要が
ある。 
 
◇派遣可能期間の上限は延長するべきではない。 
◇雇用申込義務は必要。 
◇無許可・無届事業者や許可基準を満たしていない事業者から受け入れた場合、派遣先が特
定行為を行い、当該派遣労働者を受け入れた場合、偽装請負や禁止業務への派遣の場合
は、派遣先での期間の定めのない直接雇用とみなす制度を設けることを検討するべき。 
 
◇派遣労働者が自分の意志で派遣先の訪問等を行うことも可能であり、事前面接を解禁する
必要はない。 

◇「選抜」、「特定行為」を行ってはならないことを明確化すべき。 
 
◇紹介予定派遣での直接雇用後の雇用形態は、期間の定めのない雇用で、派遣就労時の労
働条件を下回らないことが原則。 

◇直接雇用となる際の労働条件明示の時期の明確化、試用期間の禁止。 
◇紹介予定派遣の派遣可能期間の延長はすべきではない。 
 
◇社会・労働保険の加入は派遣元・派遣先の連帯責任とする。 
◇時間外労働、労働安全衛生、労災補償責任等について派遣元・派遣先の重複規定とすべき。 
◇派遣元倒産時の未払い賃金を派遣先が立替払いすることも検討すべき。 
◇派遣労働者の賃金を含めた均等・均衡待遇について積極的に研究・検討すべき。 
 
◇現行の適用除外業務は派遣解禁するべきではない。 
◇派遣元の情報開示は必要。 
◇行政の指導・監督をいっそう強化するとともに、法違反に対する罰則を強化し、違反した事業
者の企業名公表の対象を拡大すべき。 

 
◇派遣労働者が加入した労働組合に対する派遣先の団体交渉応諾義務の明確化。 
◇全ての派遣に関して期間、業務、人数、賃金、社会・労働保険の加入、派遣料金、事業者名
等の派遣先組合への通知の義務づけと意見聴取。 

◇派遣契約単価と派遣労働者が受け取る賃金の差（マージン）の規制。 
◇派遣元・派遣先の共同雇用責任の積極的な検討。 
◇労働者派遣事業適正運営協力員制度の権限・機能強化。 

◇登録型で働きたい労働者もいる。多様な働き方の一つとして尊重すべき。 
◇雇用の安定については雇用対策全体で考えるべき。 
 
 
◇日々派遣でも適正に運営され、有効に機能している業務もあることから、日々派遣というだけで
全面禁止という考え方は不合理。 

◇日雇い派遣は、実態や問題点を整理した上で議論すべき。 
 
 
◇派遣期間制限は撤廃すべき。 
◇常用雇用型は、派遣元において雇用の安定が図られているため、雇用契約申込義務は撤廃すべき。 
◇26業務の雇用契約申込義務は撤廃すべき。 
◇みなし雇用制度を導入すると、企業がその前に契約を打ち切るなど、労働者の雇用がかえっ
て不安定になるので反対。 
 
◇ミスマッチや中途解約等のトラブルを事前に回避するためにも、是非事前面接を解禁すべき。 
 
 
 
◇直接雇用後の雇用形態については正社員、非正規社員、いずれも可能な制度であるべき。 
◇紹介予定派遣の派遣可能期間は1年以上に延長するべき。 
 
 
 
◇福利厚生等の均衡配慮は、企業の実情に応じて個別具体的に検討すべき。法律での義務
づけは適当ではない。 
◇均等・均衡は、どこを基準にどうやって比べる必要があるのか、よくわからない。 
 
 
◇派遣適用業務は原則全面解禁すべき。 
◇情報開示については、派遣元事業主の適正な事業運営を阻害するものにならないよう慎重
に議論すべき。 
◇違法行為に対しては厳正に対応すべき。 
 
◇マージン規制には反対。 
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